
■認定歴史的風致維持向上計画の変更箇所一覧

市町村名：添田町

変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

表紙 表紙 平成27年3月 変更認定申請に伴う記載
表紙 表紙 平成27年3月 変更認定申請に伴う記載
目次 目次 ５．英彦山詣でと英彦山権現講にみる歴史的風致 『５．英彦山参詣でと…』の誤記の修正
目次 目次 ４．計画の実施方法及び実施体制 記載漏れ

Ｐ４ Ｐ４
別府大学 教授（学長補佐）
文化庁　文化審議会専門委員
福岡県文化財保護審議会専門委員

本人からの申し出により変更

Ｐ４ Ｐ４
一級建築士
福岡県文化財保護審議会専門委員
英彦山調査指導委

本人からの申し出により変更

Ｐ４ Ｐ４ 英彦山行政区代表者
委員会設置要綱では、代表者（区長に限定していない）としており、そ
れに基づく修正

Ｐ４ Ｐ４ 町二行政区代表者
委員会設置要綱では、代表者（区長に限定していない）としており、そ
れに基づく修正

Ｐ４ Ｐ４ 町三行政区代表者
委員会設置要綱では、代表者（区長に限定していない）としており、そ
れに基づく修正

Ｐ５ Ｐ５ ６月23日（月）添田町歴史的風致維持向上計画の認定 策定経緯の更新

Ｐ６ －

本計画の認定後、添田町歴史的風致維持向上計画推進協議会等で
の検討協議を踏まえつつ、事業の推進に取り組んでいる。事業を推進
する中で計画内容の変更の必要性が生じた事項については、認定申
請と同様の方法を経て、計画変更を行った。
詳細は、以下に示すとおりである。

認定後の経緯の記載

Ｐ６ －

平成26 年６月25 日（水） 【第２回】歴史的風致維持向上計画推進協議会
　　　　 　　７月23 日（水） 庁内計画推進協議会の設置
　　　　 　　８月25 日（月） 【第１回】庁内計画推進協議会
　　　　　 11 月13 日（木）【第３回】歴史的風致維持向上計画推進協議会
平成27 年１月22 日（木） 【第４回】歴史的風致維持向上計画推進協議会
　　　　 ２月18 日（水）    意見募集・計画変更（案）
         ～３月２日（月）
　　　　 ３月10 日（火） 添田町歴史的風致維持向上計画の変更認定申請

認定後の経緯の記載

Ｐ８ Ｐ８ 標高1199mを 国土地理院の修正に伴う修正
Ｐ２０ Ｐ２０ 庄原遺跡 位置修正
Ｐ２０ Ｐ２０ 岩石城 表記
Ｐ２０ Ｐ２０ 宮ノ前遺跡 誤記の修正
Ｐ２０ Ｐ２０ 惣仏遺跡 追記
Ｐ２０ Ｐ２０ 後遺跡 位置修正

様式１



市町村名：添田町

変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

Ｐ２４ Ｐ２４ 霊元法皇 誤表記の修正
Ｐ３１ Ｐ３１ 豊前英彦山の 脱字の修正
Ｐ３１ Ｐ３１ 座主院跡に 誤表記の修正
Ｐ３２ Ｐ３２ 30件 指定文化財件数の誤表記の修正（県指定建造物２⇒１）に伴う修正

Ｐ３２ Ｐ３２
県指定文化財は13 件ある。その内訳は、彫刻１件、工芸品１件、建造
物１件、

指定文化財件数の誤表記の修正（県指定建造物２⇒１）

Ｐ３２ Ｐ３２ 建造物／ ４／ １／ １／ － ／６ 指定文化財件数の誤表記の修正（県指定建造物２⇒１）
Ｐ３２ Ｐ３２ 合計／１１／ １３／ ６／ －／ ３０ 指定文化財件数の誤表記の修正（県指定建造物２⇒１）
Ｐ３４ Ｐ３４ 岩壁をなす典型的なビュート地形の 表記の修正

Ｐ３５ Ｐ３５
県指定文化財は13 件あり、その内訳は、彫刻１件、工芸品１件、建造
物１件、

指定文化財件数の誤表記の修正（県指定建造物２⇒１）

Ｐ５０ Ｐ５０ 山内全山潔斎として、 余分な語句の削除
Ｐ５１ Ｐ５１ 小倉藩主細川忠興 誤記の修正
Ｐ５１ Ｐ５１ 英彦山霊仙寺は 脱字の修正
Ｐ５４ Ｐ５４ 往時英彦山最大の行事 誤記の修正
Ｐ５４ Ｐ５４ 旧暦１月14 日の 誤記の修正

Ｐ５４ Ｐ５４
26・27 日から晦日にかけて、今川、祓川流域の九里八丁(36km) の道
程を辿り、

誤記の修正

Ｐ５５ Ｐ５５ みやこ町喜多良四宮八幡宮へ赴き 表記の修正
Ｐ５７ Ｐ５７ これは古来より英彦山神事が 脱字の修正
Ｐ５８ Ｐ５８ 洪浩然の筆になる銘文があり、 脱字の修正
Ｐ５８ Ｐ５８ 円筒を各１個はずしたため 余分な語句の削除
Ｐ６１ Ｐ６１ 寛政４(1792) 年の 誤記の修正
Ｐ６１ Ｐ６１ 平戸藩主松浦家が奉納した『英彦山大権現松会之図』に 誤記の修正

Ｐ６２ Ｐ６２
神職により、「国土のひろき荒野を田になして鍬のみほこにつゆの玉よ
ね」の御神歌が歌われる。

表現の適正化

Ｐ６２ Ｐ６２
神職により、「塊をなおこまやかに砕けとて教えの馬鍬に八束穂の稲」
の御神歌が歌われる。

表現の適正化

Ｐ６４ Ｐ６４ 『英彦山大権現松会之図』には 誤記の修正
Ｐ６６ Ｐ６６ 稚児舞や鉞舞、 「鉞舞」に統一
Ｐ６９ Ｐ６９ 『英彦山大権現松会之図』には、 誤記の修正
Ｐ６９ Ｐ６９ その後、神前で稚児舞、獅子舞、鉞舞が 「鉞舞」に統一
Ｐ７０ Ｐ７０ 獅子舞と鉞舞が奉納される。 「鉞舞」に統一
Ｐ７０ Ｐ７０ 獅子頭に紺地横じまの布を胴にして、 誤記の修正
Ｐ７１ Ｐ７１ 鉞舞は、 「鉞舞」に統一
Ｐ７１ Ｐ７１ 一連の神事が終わる。【改行の解消(文章の体裁整理)】 文章の体裁整え
Ｐ７３ Ｐ７３ 英彦山における峰入り 脱字の修正
Ｐ７３ Ｐ７３ その成立は、古代から中世であり、仏教の影響を 文章の体裁整え



市町村名：添田町

変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

Ｐ７３ Ｐ７３ 英彦山の峰入りは 脱字の修正
Ｐ７３ Ｐ７３ 嘉麻川 脱字の修正
Ｐ７３ Ｐ７３ 英彦山を拠点に 脱字の修正

Ｐ７４ Ｐ７４
不動川は、その上流に位置する不動滝に源流をなす川で、途中に不
動池を形成するなど水量豊富で緑豊かな山麓を形成しており、難攻不
落の岩石城の礎となった。

文章の体裁整え

Ｐ７４ Ｐ７４ 【凡例の整理（「添田公園の範囲」、「岩石城跡の遺構測量線」）】 凡例整理
Ｐ７５ Ｐ７５ 美術館や体育館等の 保健センター機能の移動に伴う修正
Ｐ７５ Ｐ７５ 美術館 保健センター機能の移動に伴う修正
Ｐ７５ Ｐ７５ 各村を管轄し、これら各村には庄屋が置かれた。 余分な語句の削除

Ｐ８０ Ｐ８０
神幸祭は、まず最初５月10 日に注連下し行事があり、山元に当たった
組中の男衆は注連下し行事を行い、女衆は全員で直会の準備をした。

脱字の修正、文章の体裁整え

Ｐ８５ Ｐ８５ 当番渡しが行われる。 誤字の修正
Ｐ８６ Ｐ８６ 圓通の滝からの御神水 誤字の修正
Ｐ８６ Ｐ８６ 「圓通の滝」より流れ出る霊水である。 表現の適正化
Ｐ８８ Ｐ８８ 英彦山四門のひとつ 脱字の修正
Ｐ９２ Ｐ９２ 経験者が指導に当たっている。 余分な語句の削除
Ｐ９２ Ｐ９２ 英彦山三座 脱字の修正
Ｐ９３ Ｐ９３ 英彦山開基四世羅運上人が 脱字の修正

Ｐ９６ Ｐ９６

獅子楽が始まると、三々五々連れ立って多くの人が参集する。普段は
静かな山麓農村に、子供たちの楽打ちによる威勢の良い太鼓や笛の
音がよく響き、若衆が舞う荒々しい獅子舞への歓声が上がり、静寂を
掻き消してゆく。山郷の鎮守の森に鎮座する太祖神社や高木神社の
神々に里人たちが楽の音に情念を込めて祈りを捧げる情景が見られ

Ｐ１０１ Ｐ１０１ 吉左右踊りにある 文章の体裁整え
Ｐ１０２ Ｐ１０２ 御旅所 位置修正
Ｐ１０２ Ｐ１０２ 勢溜 位置修正
Ｐ１０２ Ｐ１０２ 報恩寺梵鐘の音が英彦山の情景に 脱字の修正
Ｐ１１０ Ｐ１１０ 標高約1199mの 国土地理院の修正に伴う修正
Ｐ１１３ Ｐ１１３ 素朴な音色になるよう調整される。 文章の体裁整え
Ｐ１１８ Ｐ１１８ 参詣者がお参りとなるため、 文章の体裁整え

Ｐ１２６ －

英彦山門前町においては、歴史的風致を来訪者に体感してもらうため
の施設が整備されているものの、これらは各施設が孤立し、周遊路とし
て連動していないため、歴史的風致の体感が困難になっており、来訪
者の減少につながっている。

英彦山地区再興整備方針策定事業追加に伴う記載

Ｐ１３３ －
英彦山門前町においては、観光や地域住民と来訪者等の交流を促す
ため、来訪者のニーズに応じた現有公共施設の利活用や各施設の周
遊性の向上等の総合的な検討を踏まえ、これに応じた施設整備を行

英彦山地区再興整備方針策定事業追加に伴う記載



市町村名：添田町
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Ｐ１３３ Ｐ１３３ 添田町郷土史会 脱字の修正
Ｐ１３９ Ｐ１３９ 「英彦山詣でと英彦山権現講にみる歴史的風致」、 文章の適正記載
Ｐ１５１ Ｐ１５１ 県指定文化財が13 件、町指定文化財が６件の合計30 件の 指定文化財件数の誤表記の修正（県指定建造物２⇒１）
Ｐ１５４ Ｐ１５４ 添田町郷土史会員 脱字の修正
Ｐ１５４ Ｐ１５４ 添田町郷土史会員 脱字の修正
Ｐ１５５ Ｐ１５５ 添田町郷土史会 脱字の修正
Ｐ１５６ Ｐ１５６ 重要文化財の中島家住宅は、保存活用計画を策定し、 事業見直しのため
Ｐ１５６ Ｐ１５６ －【事業見直しに伴い削除】 事業見直しのため

Ｐ１５７ Ｐ１５７
【中島家住宅保存修理事業、中島家住宅活用整備事業】（平成27 年度
～平成31 年度）

実施期間の見直し（事業詳細調査により判明。）

Ｐ１５７ Ｐ１５７
【中村家住宅保存活用整備事業】（平成29 年度～平成31 年度）
町指定文化財である町所有の中村家住宅について、保存や公開活用
の為の整備を実施する。

実施時期及び期間の見直し、事業の見直しのため

Ｐ１５７ －

英彦山門前町においては英彦山神宮への参詣者などで賑わっていた
が、信仰心の薄れから徐々に参詣者が減少してきており、減少に歯止
めをかけるために、英彦山修験道館やスロープカーの整備などの対策
を講じてきた。しかし、抜本的な対策には至っておらず、また、周遊路と
して整備されていないため、各施設が孤立しており、若年者に魅力を
感じられていないため、結果的に観光客の減少にもつながっている。

英彦山地区再興整備方針策定事業追加に伴う記載

Ｐ１５７ －
また、英彦山門前町の一体的な魅力を発信する周遊路の整備を検討
するなど再興を図るための計画を策定する。

英彦山地区再興整備方針策定事業追加に伴う記載

Ｐ１５７ Ｐ１５７
【案内板等デザイン方針策定事業、案内板等整備事業】（平成26 年度
～平成35 年度）

実施期間の見直し

Ｐ１５７ Ｐ１５７
【中島家住宅保存活用計画策定事業、中島家住宅活用整備事業】（平
成26 年度～平成31年度）

実施期間の見直し（事業詳細調査により判明。）

Ｐ１５８ Ｐ１５８

【中村家住宅保存活用整備事業】（平成29 年度～平成31 年度）
町指定文化財である町所有の中村家住宅について、添田本町神幸祭
や岩石城等の地域の歴史や文化財等に関する情報発信を行う機能の
導入とともに、トイレ等の便益施設を整備する。

実施時期及び期間の見直し、事業の見直しのため

Ｐ１５８ －

【英彦山地区再興整備方針策定事業】（平成27 年度～平成28 年度）
英彦山門前町全体において、来訪者のニーズの把握や現有公共施設
の利活用、各施設の周遊性の向上、参詣者や観光客の誘導等の総合
的な検討を行い、英彦山門前町全体の観光や地域住民と来訪者等の
交流を促すための施設整備の方針を策定する。

新規事業の追加

Ｐ１５８ Ｐ１５８ 【眺望広場整備事業】（平成29 年度～平成31 年度） 実施時期及び期間の見直し
Ｐ１５８ Ｐ１５８ 【公共施設修景整備事業】（平成29 年度～平成30 年度） 実施時期及び期間の見直し

Ｐ１５９ Ｐ１５９
【案内板等デザイン方針策定事業、案内板等整備事業】（平成26 年度
～平成35 年度）

実施期間の見直し
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Ｐ１５９ Ｐ１５９ 【中島家住宅保存修理事業】（平成27 年度～平成31 年度） 実施期間の見直し（事業詳細調査により判明。）
Ｐ１５９ Ｐ１５９ 【添田本町・岩石山・添田公園周遊マップ作製事業】（平成27 年度） 実施時期の見直し
Ｐ１６１ Ｐ１６１ ３．中島家住宅保存修理事業（平成27年度～平成31年度） 実施期間の見直し（事業詳細調査により判明。）
Ｐ１６１ Ｐ１６１ ４．中島家住宅活用整備事業（平成27年度～平成31年度） 実施期間の見直し（事業詳細調査により判明。）

Ｐ１６１ Ｐ１６１
－【事業見直しにより削除（以下（旧事業番号１１まで)事業番号の繰り
上げ）】

実施の見直し

Ｐ１６１ Ｐ１６１ ５．中村家住宅保存活用整備事業（平成29年度～平成31年度） 実施時期及び期間の見直し
Ｐ１６１ Ｐ１６１ ９．公共施設修景整備事業（平成29年度～平成30年度） 実施時期及び期間の見直し
Ｐ１６１ Ｐ１６１ 10．眺望広場整備事業（平成29年度～平成31年度） 実施時期及び期間の見直し
Ｐ１６２ － 12. 英彦山地区再興整備方針策定事業（平成27年度） 新規事業の追加
Ｐ１６２ Ｐ１６２ 14．案内板等整備事業（平成27年度～平成35年度） 実施期間の見直し
Ｐ１６２ Ｐ１６２ 15．添田本町・岩石山・添田公園周遊マップ作製事業（平成27年度） 実施時期の見直し

Ｐ１６３ Ｐ１６３
－【事業見直しにより削除（以下（旧事業番号１１まで)事業番号の繰り
上げ）】

実施の見直し

Ｐ１６３ Ｐ１６３ －【】 町全域を対象に記載
Ｐ１６３ Ｐ１６３ －【町全域を対象とする事業のため】 町全域を対象に記載
Ｐ１６３ Ｐ１６３ 英彦山神宮奉幣殿 誤字の修正
Ｐ１６３ Ｐ１６３ 英彦山神宮銅鳥居 誤字の修正
Ｐ１６３ － 12. 英彦山地区再興整備方針策定事業 新規事業の追加
Ｐ１６３ － 14．案内板等整備事業 町全域を対象に記載
Ｐ１６５ Ｐ１６５ 文化財建造物等を活用した地域活性化事業 事業手法確定のため修正
Ｐ１６６ Ｐ１６６ 平成27 年度～平成31 年度 実施期間の見直し（事業詳細調査により判明。）
Ｐ１６７ Ｐ１６７ 平成27 年度～平成31 年度 実施期間の見直し（事業詳細調査により判明。）

－ Ｐ１６８
－【事業見直しにより削除（以下（旧事業番号１１まで)事業番号・ペー
ジの繰り上げ）】

実施の見直し

Ｐ１６８ Ｐ１６９ 平成29 年度～平成31 年度 実施時期及び期間の見直し
Ｐ１６８ Ｐ１６９ 歴史的風致形成建造物に指定するとともに、保存修理や 実施の見直し
Ｐ１７２ Ｐ１７３ 平成29 年度～平成30 年度 実施時期及び期間の見直し
Ｐ１７３ Ｐ１７４ 平成29 年度〜平成31 年度 実施時期及び期間の見直し
Ｐ１７５ － 2．英彦山地区再興整備方針策定事業 新規事業の追加
Ｐ１７５ － 添田町 新規事業の追加

Ｐ１７５ －
町単独事業
＊社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業の効果促進事業）
の活用を検討

新規事業の追加

Ｐ１７５ － 平成27 年度～平成28 年度 新規事業の追加
Ｐ１７５ － 大字英彦山 新規事業の追加



市町村名：添田町

変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

Ｐ１７５ －

英彦山門前町全体において、来訪者のニーズの把握や現有公共施設
の利活用、各施設の周遊性の向上、参詣者や観光客の誘導等等の総
合的な検討を行い、英彦山門前町全体の観光や地域住民と来訪者等
の交流を促すための施設整備の方針を策定する。

新規事業の追加

Ｐ１７５ －

英彦山門前町は英彦山神宮への参詣者などで賑わっていたが、信仰
心の薄れから徐々に参詣者が減少し、その対策として英彦山修験道
館やスロープカーの整備などの対策を講じてきたが、抜本的な対策に
は至っておらず、周遊路として連動していない。周遊路として整備され
ていないため、各施設が孤立し、結果的に観光客の減少にもつながっ
ている。
本事業の実施により、各施設の整備方針及び英彦山門前町の一体的
な魅力を発信する周遊路の整備方針が策定され、それに基づく事業が
実施されることにより、効率的かつ魅力的な周遊が図られ、来訪者が
歴史的風致の体感をすることができるようになることで、歴史的風致の

新規事業の追加

Ｐ１７６ Ｐ１７６ 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業の効果促進事業） 事業手法確定のため修正
Ｐ１７６ Ｐ１７６ 平成27 年度～平成35 年度 実施期間の見直し
Ｐ１７７ Ｐ１７７ 平成27 年度 実施時期の見直し
Ｐ１７７ Ｐ１７７ 添田町 誤記の修正
奥付 奥付 変　更　日　　　平成27 年３月 変更認定申請に伴う記載

概要版 概要版 ○英彦山地区再興整備方針策定事業 新規事業の追加
概要版 概要版 － 実施の見直し

概要版 概要版
町指定文化財の中村家住宅の今後の公開活用に向けて、建物の保存
整備や便益施設等の活用整備を行う。

実施の見直し

概要版 概要版 － 実施の見直し
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